
 

研究の結果 

 
 
Ⅰ 調査研究１「アンケート調査」 

 ・日本人学校における障害のある子どもへの対応に関する調査 
（2005年度の調査とその結果） 

・日本人学校における特別支援教育に関する調査（2006年度の調査とその結果） 
 
 
 
 
Ⅱ 調査研究２「訪問による実地調査」              

 ・日本人学校における障害のある子どもへの校内体制等に関する実地調査 
（2005年度の実地調査とその結果） 

・日本人学校における特別支援教育に関する実地調査 
（2006年度の実地調査とその結果） 

 
 
 
 
Ⅲ ネットワーク構築の試み 

・ICT を活用した日本人学校の特別支援教育協議会の実施 

  
 



調査研究１「アンケート調査」 

「日本人学校における障害のある子どもへの対応」に関する調査 

2005 年度の調査とその結果 

 

 

Ⅰ 調査の趣旨と目的 

本研究は、外国に在住する障害のある日本人子弟に対し、教育相談支援を行う体制を構

築することを目的としている。これまでも、海外出張等によって在外生活をすることとな

った家庭もしくは在外から帰国する家庭に対して、公立の教育相談施設や民間の海外子女

教育財団等によって、子弟の教育に関する相談が行われてきた。しかし、障害のある子ど

もについては、これらの機関に専門的な相談の窓口がなく、対応に苦慮しているのが現状

である。しかも、近年は特別支援教育についての理解が広がる中、障害のある子どもにつ

いての海外生活や帰国にあたっての移行に関する相談が増えてきている。そこで、本調査

では、海外に在留する日本人の子どもに国内の小・中学校と同等の教育を行っている日本

人学校を対象として、特別支援教育に関する要望や求められている情報内容等を調査する。

この調査結果に基づいて当研究所内に、在外邦人等への教育相談支援体制を構築し、国内

および海外の主だった機関とのネットワークを形成しようとするものである。 

海外在住の障害のある子どもについては、特定の日本人学校等に在籍する事例について

の報告はあるものの、これまで組織的に調査されたものは見あたらない。今回の「日本人

学校における障害のある児童生徒への対応」に関する調査は海外在住の障害のある子ども

の教育的ニーズを中心とした実態に関する初めての調査となる。この結果は、今後、海外

への移住や帰国予定のある障害のある子どもや保護者にとって、今後の生活を考えていく

上で貴重な情報となることが予想される。また、これによって構築する予定の相談支援体

制やネットワークは、これらの人々に対する有用なサービスを提供できるものになると考

える。このような在外邦人等へのサービスは、我が国の特別支援教育に関するナショナル

センターである国立特殊教育総合研究所・教育相談センターが、その役割を担うべき業務

であると考えている。 

 
 

Ⅱ 調査の方法 

 「日本人学校における障害のある児童生徒への対応に関する調査」（資料１参照）を全日

本人学校 84校にインターネットを通じてメール添付により送付し、メールの返信により回
答を求めた。 
調査の実施期間は、2005 年２～４月の間であった。 
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Ⅲ 調査の結果 

回答は 77校からあり、回収率は、91.7%であった。 
１．日本人学校に在籍している障害のある児童生徒の実態と校内の対応について 

障害のある児童の在籍状況について「在籍している」「在籍していた」「現在在籍してい

て、過去にも在籍していた」「在籍していない」の選択肢から回答を求めた。表１に示すよ

うに、障害のある子どもが在籍している学校は 27校であり、回答のあった日本人学校の約
３割にあたる。 
        表１ 障害のある児童生徒の在籍状況 

 
障害児の在籍状況 学校数 

在籍している（過去にも在籍していた） 27 

在籍していたことがある（今は在籍していない） 6 

 

 

 

 

 現在在籍している障害種で最も多かったのは LD・ADHD・高機能自閉症の 16名、次い
で情緒障害 14名、知的障害の 12名であった（図１参照）。 
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図１ 障害種別 在籍人数 
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障害のある児童生徒が在籍している 27 校に対して校内の支援体制として８項目をあげ、
その中から、実施している内容の選択を求めた。多く行っているものは「抽出による個別

や小集団による指導の実施」と「教職員加配」で 18校、「校内検討委員会の設置」で 15校
であった（図２参照）。なお、「特殊学級の設置」は 13校であった。特殊学級の設置がある
と回答した学校は表２に示した。 

5

2

1

18

2

15

18

13

0 5 10 15 20

その他

ボランティアの活用

放課後や夏期休業中などの特別指導時間の設
定

抽出による個別や小集団に指導の実施
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特殊学級設置
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図２ 校内支援体制について 

 
 
２．障害のある子どもの日本人学校への入学に関する問い合わせや相談の依頼について 

 障害のある子どもの入学

や転学についての問い合わ

せや相談がある学校が 39 校
であり、約半数の学校で障害

のある子どもの入学・転学に

関する問い合わせや相談を

受けていた。また、この問い

合わせや相談の窓口は、39
校中 33 校で管理職の対応で
あった。 

ない
42.9%

無回答
6.5%

問い合わせや相談
の依頼がある
50.6% 39校

33校

5校

図３ 障害のある子どもの入学に関する問い合わせや相談 
 相談の具体的な内容につ
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いて自由記述で回答を求めたところ、39 校より回答（複数回答）があった。その内容を分
類してみると、以下のように大別することが出来た。 
① 障害のある子どもの就学について 
障害のある子どもの就学についての相談を受けている学校が 30校であった。この中には、
重度重複障害児の受け入れ希望（３校）や中学部での受け入れ希望（１校）、通常学級で指

導してもらえないか（１校）、が含まれている。 
② 校内体制や指導方法等について 
校内体制や指導方法等についての相談や問い合わせは 15校で受けていた。その内容を概

括してみると、校内体制について（５校）、個別支援の有無（５校）、通学方法（１校）、受

益者負担について（２校）等であった。 
③ 地域リソースの有無と活用について 
地域リソースがどこにあり、どのように活用できるのかについての相談を３校で受けて

いた。 
④ 帰国後の支援方法について 
帰国後の支援方法についての相談は２校であった。帰国後の就学相談の場や地域の学校

の情報提供を求めている内容であった。 
⑤ その他 
他の日本人学校からの相談を受けた学校が２校あった。その内容は、障害のある子ども

の受け入れ状況や指導方法についての問い合わせや、特別支援教室を立ち上げる際の必要

な働きかけについてであった。 
 
このように、日本人学校に寄せられる相談内容は多岐にわたっているだけでなく、特別

支援教育を求める保護者の増加や関心の多さが伺われる。さらに、特別支援教育への関心

が高まっており、先進校からの情報を得ようとする動きが少数ではあるが、みられている。

今後、こうした動きはさらに高まっていくのではないかと考えられる。 
 
３．在外邦人からの相談依頼について 

 在外邦人の日本人家庭から障害のある

子どもの教育や養育について相談依頼が

あると回答したのは 19校であった。（図
４参照） 
 

相談を受けている学校について、９項

目の対応内容を示し、該当するもの全て

を選択するよう回答を求めた。（図５参

照）相談を受けている 19校は、「必要に
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68.8%
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頼がある  24.7%
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53校

5校

図４ 在外邦人からの相談依頼



応じ来校や電話等による相談に応じる」ことで対応している学校が最も多く 14校であった。 
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遊具、教材・教具の貸し出しを行う

障害のある子どもに関する様々な情報の提供を行う

現地社会資源の紹介を行う

継続的な相談に応じる

保護者の心理面接を行う

子どもの状態像について発達検査や行動観察を通じアセ
スメントを行う

特に時間は設定していないが、必要に応じ来校や電話等に
よって相談に応じる

対応の時間を設け来校してもらい相談に応じる

 
図５ 相談対応の内容 

 
４．連携や協力機関について 

ない
72.7%

無回答
5.2%

機関がある
22.1%

17校

56校

4校 障害のある子どもへの対応について、

連携や協力機関の有無について回答を求

めた。連携や協力機関がある学校は 17
校であり、56校の学校では「ない」とい
う回答であった。（図６参照） 

 
現地での連携や協力機関としては、地

元の養護学校や教育相談機関、JOMF（財
団法人海外邦人医療基金）の医療派遣の

医師、日本人会等であった。日本国内の

機関との連携先としては、児童生徒が日

本で通っていた機関と個別に連絡をとっ

ている回答がほとんどであった。 
図６ 連携や協力機関の有無 

 
５．日本人学校における障害のある子どもの受け入れ体制について 

 障害のある子どもの入学希望に対して、今後、受け入れる体制を整備していくことが求
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められるようになると考えますかと言

う質問に対して、「求められるようにな

る」と回答した学校は 59校あり、全体
の 76％であった。（図７参照） 

求められるようになる
76.6%

ない
14.3%

その他
7.8%

無回答
1.3%

59校

11校

6校
1校

 
日本人学校に障害のある子どもを受

け入れる場合、どのような条件整備を

行っていくことが必要であるか、主な

ものを３つまで記載するよう回答を求

めた。 
それぞれの回答には、複数の内容が

含まれ、３つにとどまっていなかっ

たことを付記し、それらも含めた 
回答を以下のように整理した。 
① 人的整備 
必要な条件整備として一番多くあげ

た学校は 76校で、ほぼ全ての学校で必
教育を整備するに際して必要な条件が

限られたマンパワーの活用についての

検討が今後各校において取り組むべき課

その人的整備の内容をみると、「特別

が必要である」「加配教員（補助教員）

学校が３校あった。このことは、今後

児童生徒への対策を意識しているのか、

また、一方で「現地施設と連携をする

「日本から巡回指導してくれる専門家

対策を記載している学校もあり、日本

考えられる。 
② 施設設備の整備 
二番目に多かったものは、「施設設備

アフリー化を上げた学校が 13校あった
と考えることもできる。また、障害児

もあった。 
③ 指導に関する仕組みの整備 
「校内システムの構築」や「指導計画

った。この中には、「指導法や関係指導

 

図７ 障害のある子どもの受け入れ体制について 

られたのが「人的整備」である。この回答を記載し

要と考えている条件整備である。これから特別支援

人的整備というのは当然といえば当然ではあるが、

対策をより具体的に検討し、その上での人的整備の

題となっていくと考えられる。 
支援教育について造詣ある専門的知識を有した教員

が必要である」に集約出来るが、養護教諭を求める

医療との連携を考えての事であるのか、不登校等の

詳細な検討が必要であろう。  
ための通訳者の配置」とか「ボランティアの活用」

の派遣」等特別支援教育を深化するための具体的な

人学校においても特別支援教育が動き出してきたと

の整備」である。48校が回答した。特に施設のバリ
。運動障害等のある子どもへの具体的な対策の一つ

を指導していく大型教具や遊具の設置を上げた学校

の作成が必要」と回答した学校がそれぞれ 19校あ
手引き書等の充実」を記した学校もあった。 
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④ 保護者への理解 
「保護者への理解」を挙げている学校が 15校あった。これには、当該児童の保護者への
学校運営や指導方針等への理解を求めていく必要があるということと、他の保護者への障

害児教育への理解を求める必要があるという両方の意味があると思われる。 
⑤ 専門性の保障に関する整備 
「職員の研修や理解が必要」「現地専門機関や専門家との連携」「財政的支援」に関して、

それぞれ 13 校ずつ回答があった。特に、「現地専門機関や専門家との連携」については、
国情や言語等の問題もあり、さらに詳細に検討することが必要であろう。 
⑥ その他 
上記以外には、「日本の専門家とのネットワークの形成や帰国後の専門機関等との連携」

（７校）、「運営委員会や理事会、日本人会への啓発と協議」（５校）、「近隣在外教育施設と

のネットワークが必要」（３校）、「教育相談体制整備が必要」（２校）、「障害児の受け入れ

基準の整備」（１校）があった。 
 
６．本研究所に対する支援ニーズ 

 本研究所への期待やニーズについて、

自由記述で回答を求めた。本研究所に

対する支援ニーズがある学校は 28 校
であり、全体の 36％であった。（図８
参照） 支援ニーズがある

36.4%

ない
50.6%

その他
11.7%

無回答
1.3%

28校

39校

9校

1校

図８ 本研究所に対するニーズ 

 記述内容を整理し、書かれた数の多

い順に記載すると以下のようになる。 
① 最も多いニーズは、「具体的な子ど

もの相談や実態把握、指導等教育の進

め方に関する個別支援」に対するニー

ズであり 10校から寄せられた。 
②「障害に関する様々な情報や資料の

提供」が次いで多く、７校から寄せら

れた。 
③「専門家の派遣による巡回指導をしてほしい」というニーズが５校から寄せられた。 
④「指導計画作成への支援がほしい」「保護者への支援をお願いしたい」「校内体制づくり

へのアドバイスがほしい」「子どものアセスメント方法について助言がほしい」「他の日本

人学校の実践やネットワーク構築に支援がほしい」「障害児の具体的な指導法や教材・教具

について指導助言してほしい」というニーズがそれぞれ３校から寄せられた。 
⑤また、「教員の研修を受け入れてほしい」「派遣される教員に対して特別支援教育に関す

る研修をしておいてほしい」という要望もあった 
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 このような研究所に対するニーズをどのように実現していくかは、様々な取り組みを行

っている日本人学校の実地調査を行う中から、さらに検討していきたい。 
 
７．障害に関する内容とは別に、学校生活において個別的な配慮や対応が必要な子どもに

ついて 

 障害に関する内容とは別

に、学校生活において個別

的な配慮や対応が必要とす

る子どもについて課題の有

無について回答を求めた。

課題があると回答した学校

は 39校であった。（図９参
照） 
この課題の多くは、日本

語の習得及び学力に関する

ものであった。その他には、

医師やスクールカウンセラ

ーとの連携に関する課題やインターナショ

ナルスクールからの編入で教育課程の違いによ

そのような課題がある
50.6%

ない
40.3%

その他
1.3%

無回答
7.8%

39校

31校

1校

6校

 
Ⅳ ま

回答のあった日本人学校の約３割（27 校）に
しては、特殊学級を設置している学校が約５割

指導や教員の加配という配慮を行っていた。 
また、障害のある子どもの入学や転学につい

校）の学校で受けていた。この問い合わせや相

あった。今後、障害児の受け入れる体制を整備

えている学校が全体の７割以上（59校）あった
このように特別支援教育に対する関心は、徐

導内容・方法の情報が得にくいことや専門機関

れていた。また現地での連携機関が少ない状況

本研究所へのニーズは、今後増えていくことが

学・転学に関する問い合わせや相談の窓口を管

の管理職には障害や教育相談に関する基本的な

が必要とされる。 
本調査とは深く関わらないが、障害児に関す

 12
る問題等が挙げられていた。 

図９ 障害とは別の個別的な配慮の必要性

とめ 

障害児が在籍しており、その学校の対応と

（13校）、それ以外の学校では、抽出による

ての問い合わせや相談は、全体の約５割（39
談の窓口は、８割以上（33 校）が管理職で
していくことが求められるようになると考

。 
々に広がってきており、障害児に対する指

との連携がとりにくいこと等の課題が示さ

を踏まえると、現在ではそれほど高くない

予想される。さらに障害のある子どもの入

理職が対応していることから、日本人学校

知識のある人が望ましく、その研修の実施

る指導以外に、日本人学校では、日本語の



習得や学力に関すること、社会性や生活習慣に関すること、在籍期間が短い等の課題が挙

げられていた。 
 
 
  

 表２  特殊学級設置校 一覧（２００５年２月現在） 

  

 香港日本人学校小学部香港校 

 広州日本人学校 

 泰日協会学校 

 クアラルンプール日本人学校 

 シンガポール日本人学校 小学部 チャンギ校 

 ニューデリー日本人学校 

 シドニー日本人学校 

 ニュー・ヨーク日本人学校 グリニッチ校 

 ニュージャージー日本人学校 

 日本メキシコ学院日本コース 

 ロンドン日本人学校 

 ブラッセル日本人学校 

 ミラノ日本人学校 
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●質問の回答方法について

各質問の内容をよくお読みになった上で、回答欄（青枠）に内容を入力してください。

質問の種類により「選択肢番号入力」「数値入力」「文字入力」と３種類の箇所がございます。

シートとは画面左下の右図の箇所を指します→

１．学校名

２．所在地

３．電話番号

４．FAX番号

５．Ｅメール

６．回答者氏名

１．障害のある在籍児童生徒の実態と校内の対応について

Ｑ１．障害をもつ児童の在籍状況を各障害別にお答えください。

１．在籍している
２．在籍していたことがある
３．現在在籍していて、過去にも在籍していた
４．在籍していない

１．視覚障害

２．聴覚障害

３．言語障害

４．知的障害

５．肢体不自由

６．病弱

７．情緒障害

８．LD,ADHD,高機能自閉症

９．その他

※障害をもつ生徒が１人も在籍していない場合は、Ｑ４にお進みください。

Ｑ２．障害のある子どもへの校内教育体制について、該当する番号を
　　　すべて入力してください。

Ｑ２

１．特殊学級設置 ①

２．教職員加配 ②

３．校内検討（支援）委員会の設置 ③

４．コーディネーターなどの指名や配置  ④

５．抽出による個別や小集団による指導の実施 ⑤

６．放課後や夏期休業中などの特別指導時間の設定 ⑥

７．ボランティアの活用 ⑦

８．その他 ⑧

ＳＱ．加配の人数内訳（および週あたりの時間）を入力してください

週の時間

１．フルタイム教員

２．パートタイム教員

３．教員補助

４．生活介助

Ｑ３．障害のある児童生徒の教育について課題になっていることがあれば具体的
　　　にご入力ください。

日本人学校調査

人数

在籍状況

Ⅰ．障害のある子どもについて

各障害について分からない場合は、左下のシート
「補足説明」を参照してください。

各障害について１つでも「１～３」とお答えいただいた場合
は、
左下のシート「在籍児童リスト」に詳細をご入力いただけま
すよう、お願いします。





２．障害のある子どもの入学に関する問い合わせや相談の依頼について

Ｑ４．障害のある子どもの入学や転入に関して、問い合わせや相談の依頼
　　　がありますか。

Ｑ４
１．ある
２．ない　→　Ｑ８にお進みください

Ｑ５．それはどのような人からですか。
Ｑ５

１．赴任予定の邦人から
２．在外邦人から
３．その他

Ｑ６．相談内容はどのようなものですか。具体的にご入力ください。

Ｑ７．問い合わせや相談の窓口はどのように設けていますか。
Ｑ７

１．管理職
２．校務分掌
３．その他

３．学校に対する在外邦人からの相談依頼について

Ｑ８．在外の日本人家庭から障害のある子どもの教育や養育について
　　　相談依頼がありますか。

Ｑ８
１．ある
２．ない　→　Ｑ１２にお進みください

Ｑ９．相談内容はどのようなものですか。具体的にご入力ください。

Ｑ１０．依頼への対応をどのように行っていますか。該当する番号をすべて
　　　　ご入力ください。

Ｑ１０

１．対応の時間を設け来校してもらい相談に応じる ①

２．特に時間は設定していないが、必要に応じ来校や電話等によって相談に応じる ②

３．子どもの状態像について発達検査や行動観察を通じアセスメントを行う ③

４．保護者の心理面接を行う ④

５．継続的な相談に応じる ⑤

６．現地社会資源の紹介を行う ⑥

７．障害のある子どもに関する様々な情報の提供を行う ⑦

８．遊具、教材・教具の貸し出しを行う ⑧

９．その他 ⑨

Ｑ１１．依頼への対応をどのような体制で行っていますか。具体的にご入力ください。



４．質問項目１～３に関し、現在連携や協力関係にある機関や団体、またはネットワークについて

Ｑ１２．障害のある子どもへの対応に関し、連携や協力関係にある機関は
　　　　ありますか。

Ｑ１２
１．ある
２．ない　→　Ｑ１５にお進みください

Ｑ１３．現地、近隣国別に機関名を具体的にご入力ください。

Ｑ１４．日本国内の機関等について具体的にご入力ください。

５．障害のある子どもの入学希望に対する受け入れ体制の整備について

Ｑ１５．障害のある子どもの入学希望に対し、今後受け入れる体制を整備して
　　　　いくことが求められるようになると考えますか。

Ｑ１５
１．なる
２．ならない
３．その他

Ｑ１６．日本人学校での障害のある子どもの受け入れが行われる場合、どのような
　　　　条件整備を行っていくことが必要だと思いますか。主なものを３つまで
　　　　具体的にご入力ください。

６．本研究所に対する支援ニーズ

Ｑ１７．本研究所は設置以来障害のある子どもの教育に関する保護者からの相談
　　　　への対応、教員支援及び資料・情報の提供などの支援を行ってますが、
　　　　本研究所に対して貴校からの支援ニーズはありますか。

Ｑ１７
１．ある　→　Ｑ１８にお答えください
２．ない
３．その他

Ｑ１８．その内容について具体的にご入力ください。
※この質問はＱ１７で「１．ある」と入力した方のみお答えください。

①

②

③



個別的な配慮や対応を必要とする児童生徒の実態と校内の対応について

Ｑ１９．Ⅰでお尋ねした「障害に関する内容」とは別に、学校生活において
　　　　特に個別的な配慮や対応を必要とする子どもに関し、課題となって
　　　　いることがありますか。

Ｑ１９
１．そのような課題がある　→　Ｑ２０にお答えください
２．そのような課題はない
３．その他

Ｑ２０．課題について具体的にご入力ください。
※この質問はＱ１９で「１．そのような課題がある」と入力した方のみお答えください。

Ｑ２１．それらの課題への対応を校内において、どのように工夫されていますか。
　　　　具体的にご入力ください。

※この質問はＱ１９で「１．そのような課題がある」と入力した方のみお答えください。

質問は以上で終了です。このファイルは必ず保存してください。ご協力ありがとうございました。

Ⅱ．特に個別的な配慮や対応を必要とする子どもについて



「日本人学校における特別支援教育」に関する調査 

2006 年度の調査とその結果 

 
 

Ⅰ 調査の目的 

2005年度の調査結果を踏まえ、2006年度の日本人学校における特別支援教育の最新状況
を把握するために実施した。 
 

Ⅱ 調査の方法 

 「日本人学校における障害のある児童生徒への対応に関する調査」（2005年度の調査）結
果報告を全日本人学校 84 校にインターネットを通じてメール添付により送付した際に、
2006年度の学校の特別支援教育の状況について質問し、メールの返信により回答を求めた。 
質問の内容は、以下の通りである。 
 
 
 
 
 
 
2005 年度調査結果と 2006 年度の特別支援教育の状況についての質問の送信は、2006 年
６月に行い、その返信（回答）は、2006 年６月～７月の間であった。 

 
Ⅲ 調査の結果 

質問の返信（回答）は 45校からあり、回収率は、53.6%であった。 
返信のあった日本人学校の地域は、表１に示すとおりである。 
 
１．今年度あらたに特殊学級（特別支援学級）を開設した学校 

 今年度新たに開設したと回答のあった学校は、上海日本人学校浦

東校とハノイ日本人学校、北京日本人学校であった。 
 
２．取り出し授業や教員配置の工夫など個別の対応を工夫について 

 工夫していると回答のあった学校は、20校あった。工夫点として
具体的に記載されていた内容は、非常勤講師の雇用、教員同士間で

の子どもの状態の共有等であった。 
 

１．今年度あらたに特殊学級（特別支援学級）を開設した    （ 有 ・ 無 ） 
２．取り出し授業や教員配置の工夫など個別の対応を工夫している（ 有 ・ 無 ） 
３．現地の養護学校、関係機関との連携・協力をしている    （ 有 ・ 無 ） 
４．上記以外にも特別支援教育について工夫していらっしゃること、課題となっている 
ことがあればお教え下さい。（                        ） 
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表１ 回答のあった 
地域別 回答校数

大洋州 1

アジア 18

欧州 11

中近東 8

北米 2

中南米 5

合計 45

日本人学校の地域 



３．現地の養護学校、関係機関との連携・協力について 

 連携・協力していると回答のあった学校は、８校であった。内容としては、現地校との

交流を行っているところがほとんどであった。現地の相談機関や大学と連携のある学校も

あった。 
 

４．特別支援教育についての工夫や課題について 

 この設問に対して 44 校からの回答があった。ここでは、工夫と課題について、分けて整

理する。 

 

１）工夫点について 

 限られた予算、限られた教員数、教材の中で運営している学校が多いが、その中では、

次のような工夫がなされていた。 

・現地日本人会の方に、週に 1日、教育ボランティアとして授業での支援を依頼している。 

・ニューヨーク教育審議会の教育相談室と連携し，研修を重ねている。 

・夏の教職員の研修として、特別支援教育に関わっている方を招いて、共通理解を深めて

いる。 

・特別支援教育担当を１名おき、担任及び児童・生徒への支援体制を強化した。 

・文部科学省に専門の教員の派遣を依頼した。  

・特別支援教育担当が主となって担当者会をつくり、協議する場を設定した。 

・高雄師範大学の特殊教育所属の朱淑玲先生（東京大学留学）に相談している。 

・全校体制による個別の対応を心がけている。 

・親の授業への参加をはじめとした、学校生活上の児童理解、担任との連携を綿密に行っ

ている。 

・教材教具を教員が手作りしている。 

・教員数が少ない中で、ＴＴ授業を週 12 時間ほど設定して取り組んでいる。 

 

これらの状況をみると、「日本人学校外の資源の活用」と「校内体制の工夫」「研修の実

施」という３点にまとめられる。 

「日本人学校外の資源の活用」では、現地日本人会、保護者、ニューヨーク教育審議会、

高雄師範大学というような資源を活用して、特別支援教育の展開を図っている。現地日本

人会以外は、現地の機関であり、言語の問題が解決できれば（コミュニケーションがとれ

れば）、大いに活用したいところである。 

「校内体制の工夫」では、特別支援教育担当の指名、協議会の設置、学校体制の工夫、

TT 授業の設定等を行うことで、特別支援教育の充実を図っている。ここでは、後述する課

題とも関係するが、限られた中での工夫であるため、どうしても個々の教員に負担がかか

ってしまうことが、裏腹の課題となっている。 
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「研修の実施」では、特別支援教育に関する情報を学ぶことで個々の教員の意識を高め

ている。 

 

２）課題について 

 課題に関しては、特定の個をイメージした内容が多く示されている。具体的には、以下

のような内容である。 

・本人の障害の程度の把握が困難（客観的な資料がない）。 

・何を、どの程度指導できるのかがわからない。（日常生活や学校生活における工夫、特に

指導方法や教材等） 

・母親との見解の相違（本人の障害について）。 

・人的配置のゆとりがない（教員数の不足による個別対応のむずかしさ）。 

・取り出し授業の効果的な実践。 

・支援を必要とする児童生徒の発達段階の見極め。 

・カリキュラムの作成や指導体制が課題である。 

・中学校の特殊学級または養護学校で自閉症の生徒を指導した経験のある教員の確保。 

・施設面での課題が多い。 

・個別の対応を心がけているが、職員への負担が大きくなってきている。 

・校内における障害児理解教育への啓発 

・卒業後の進路指導（日本の学校との連携） 

 

これらの回答からは「子どもの実態把握」「指導内容・方法」「人的・設備等の予算面」「進

路及び日本の学校との連携」の４点に整理ができる。特に、「子どもの実態把握」「指導内

容・方法」については、特別支援教育に関する経験者の確保によって解決できる問題であ

る。上記の工夫点の中に、「文部科学省に専門の教員の派遣を依頼した」という内容が記載

されていたが、今後、全ての日本人学校に特別支援教育の経験者を派遣していくような方

策が必要とされる。また、「進路及び日本の学校との連携」に関しては、当研究所も日本の

教育の窓口機関として機能していくことが必要だと考える。 

 

Ⅳ まとめ 

回答のあった日本人学校のうち、新たに特殊学級を設置していた日本人学校は３校であ

った。日本人学校の特殊学級は、日本人学校運営協議会等が必要に応じて設置している。

対象となっている子どもが転校あるいは帰国した場合は、その学級が閉鎖され、そういう

点で、日本人学校における特殊学級は流動的な学級でもある。したがって、教員の配置に

関しても難しい点があると考える。実際には特殊学級を設置しないまでも、個別の対応を

工夫している学校が 20校あった。また、現地校との連携や協力を行っている学校は、８校
あり、回答のあった学校の約 18%であった。言語の問題が解決できれば、もう少し割合は
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増えるのかも知れない。 
多くの学校では、限られた予算、限られた教員数、教材の中で学校運営をしているが、

その中でも「日本人学校外の資源の活用」「校内体制の工夫」「研修の実施」という３点で、

特別支援教育の充実に向けての工夫がなされていることが分かった。一方、課題としては、

「子どもの実態把握」「指導内容・方法」「人的・設備等の予算面」「進路及び日本の学校と

の連携」の４点が挙げられた。これらのことから、今後、全ての日本人学校に特別支援教

育の経験者を派遣していくような方策が必要とされ、当研究所は、日本の教育の窓口機関

として機能していくことをはじめとして、情報提供や日本人学校へのコンサルテーション

等の活動が必要だと考えられた。 
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